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（証券コード9034) 
2021年６月10日 

 

株 主 各 位 
 

千 葉 県 東 金 市 東 金 582 番 地 
 

南 総 通 運 株 式 会 社 
 

代表取締役社長 今 井 利 彦 
 

第112期定時株主総会招集ご通知 
 
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 

 さて、当社第112期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席く

ださいますようご案内申しあげます。 

 なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決

権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年６月24日（木曜日）

午後５時までに到着するようご送付くださいますようお願い申しあげます。 

敬 具 

記 

1. 日  時 2021年６月25日（金曜日）午前10時 

2. 場  所 千葉県東金市東金538番地３ 

 南総通運東金バイパスビル２階 

3. 会議の目的事項  

  報告事項 1. 第112期 (2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報

告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算

書類監査結果報告の件 

 2. 第112期 (2020年４月１日から2021年３月31日まで）計算書類

報告の件 

  決議事項  

   第１号議案 剰余金処分の件 

   第２号議案 定款一部変更の件 

   第３号議案 取締役８名選任の件 

   第４号議案 監査役２名選任の件 

   第５号議案 退任取締役及び退任監査役に退職慰労金贈呈の件 

   第６号議案 退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件 

以 上 
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

○お願い： 当日ご出席いただく際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を

会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。 
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(添付書類) 

 

事 業 報 告 

(2020年４月１日から2021年３月31日まで) 
 

1. 企業集団の現況に関する事項 
 (1) 事業の経過及びその成果 

 当連結会計年度におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症が世
界的なパンデミック状態となり、国内においても緊急事態宣言が発出される
など、社会・経済活動が大幅に制限され、2019年10月実施の消費税率引き上
げの影響が徐々に和らぐ中で個人消費等の持ち直しの動きがみられましたが、
特にサービス消費の減少が顕著となり、外食や宿泊などの選択的支出が大幅
に減少しております。輸出においては、パソコンの堅調さに下支えされたIT
関連は小幅な落ち込みに留まった反面、自動車の海外販売の急速な落ち込み
を背景に大幅な減少を示し、設備投資においては、世界的な投資の落ち込み
や先送りを反映して減少傾向が続いております。また、雇用・所得環境は総
需要の減少から労働需要が大きく減退し、賃金面でも一人当たり名目賃金の
前年比がマイナスに転じるなど、下押し圧力が強まっております。 
 物流業界におきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大により、世界
レベルの生産活動やモノと人の移動制限等により供給連鎖に大きな影響を与
えており、生産・消費の落ち込みに伴う国内貨物輸送需要は鈍化しておりま
す。 
 一方、巣ごもり需要を背景にEC市場の拡大は続いており、宅配便取扱個数
は増加を継続しています。これに伴い、輸送の小口化によるトラックの積載
率低下、物流拠点間での待機時間の長時間化によるドライバー拘束時間の長
時間化など、恒常的になりつつあるドライバー不足等を合わせ、依然として
厳しい環境下となっております。 
 このような経営環境の下で当社グループは、お客様の立場に立ったご満足
のいただける物流サービスをご提案、ご提供し、新規のお客様開拓、既存の
お客様との取引拡大に積極的に取組むとともに、お客様の物流コスト削減に
ご協力させていただくべく、輸送や倉庫内オペレーションの効率化と経費節
減にも積極的に取組んでまいりました。 
 この結果、当連結会計年度の営業収入は、13,383百万円（前期比△7.2％減）
となり、営業利益は1,303百万円（前期比△8.8％減)、経常利益は1,313百万
円（前期比△7.5％減)、親会社株主に帰属する当期純利益は745百万円（前期
比△17.5％減）となりました。 
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 (2) 企業集団の事業セグメント別営業収入 
 

事業セグメント別 営 業 収 入 構 成 比 前 期 増 減 比 
百万円 ％ ％ 

貨物自動車運送事業 5,134 38.4 △6.0 

倉 庫 事 業 3,390 25.3 △7.3 

附 帯 事 業 3,488 26.1 △10.4 

不 動 産 事 業 971 7.3 1.5 

建 設 事 業 2,067 15.4 229.7 

そ の 他 の 事 業 286 2.1 △29.2 

セグメント間の内部営業収入 △1,955 △14.6 242.3 

合 計 13,383 100.0 △7.2 

 
 (3) 資金調達等についての状況 
   該当事項はありません。 
 
 (4) 設備投資の状況 
   特記事項はありません。 
 
 (5) 財産及び損益の状況 
  ①企業集団の財産及び損益の状況 

（単位：百万円) 
 

区   分 
第109期 

(2018年３月期) 
第110期 

(2019年３月期) 
第111期 

(2020年３月期) 

第112期 
(2021年３月期) 
当連結会計年度 

営 業 収 入 13,493 13,686 14,427 13,383 
親会社株主に帰属する当期純利益 964 935 903 745 
１株当たり当期純利益 193.66円 187.93円 181.39円 149.72円 
総 資 産 26,950 28,226 29,174 31,621 

 
 (注) １株当たり当期純利益は、親会社株主に帰属する当期純利益を期中の平均発行済株

式数で除して算出しております。 

 

  ②事業報告作成会社の財産及び損益の状況 
（単位：百万円) 

 

区   分 
第109期 

(2018年３月期) 
第110期 

(2019年３月期) 
第111期 

(2020年３月期) 

第112期 
(2021年３月期) 

当期 
営 業 収 入 10,635 11,249 11,930 11,368 
当 期 純 利 益 782 802 808 831 
１株当たり当期純利益 157.07円 161.25円 162.35円 166.97円 
総 資 産 23,330 24,740 25,461 27,510 

 
 (注) １株当たり当期純利益は、当期純利益を期中の平均発行済株式数で除して算出して

おります。 
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 (6) 企業集団の対処すべき課題 
 今後の経済情勢につきましては、新型コロナウイルス感染症が依然として
国内で猛威を振るい、政府による地域毎の緊急事態宣言あるいは蔓延防止等
重点措置が取られる中でワクチン投与が段階的に進められているものの、不
確実性が高く、経済動向の先行きを非常に難しくしている状況下にあります。 
 このため、新型コロナウイルス感染症が今後の当社業績に与える影響は現
時点で把握できる状況にはないものの、そのマイナス影響を最小限に抑える
ため、新型コロナウイルス感染者の発生ならびに拡散防止対策の徹底による
事業継続のために勤務体制を整えております。 
 このような状況の下、当社グループは一丸となってより良いサービスの提
供と一層の営業力の強化に鋭意努力してまいる所存であります。また、燃油
価格の動向が経営成績に大きな影響を与えると認識しており、引続き注視を
してまいります。さらに、エコドライブ・アイドリングストップの徹底等の
省エネルギー対策をさらに推進し、コスト抑制を実施してまいります。 
 2021年度は、お客様との信頼関係を構築し、より高品質なサービスの提供
と新たなる改善提案能力を積極的に発揮するため、｢自ら考え、行動する」を
全社経営行動指針とし、｢事業拡大｣、｢収益化構造の構築｣、｢人材育成と採
用｣、｢働き方改革の実現｣、｢安全・衛生の推進強化｣、｢社会貢献」を基本方
針として掲げ、実行してまいります。 
 また、近年は異常気象や自然災害の頻発など地球温暖化に起因する環境問
題が深刻な課題となっております。この課題に対し当社グループは、CO2排出
量の削減、リサイクル推進による廃棄物の削減、環境関連法の遵守により環
境問題に取り組んでまいります。 
 株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願
い申しあげます。 

 
 (7) 重要な親会社及び子会社の状況 
   子会社の状況 
 

会  社  名 資 本 金 議 決 権 比 率 主 要 な 事 業 内 容 

南総総業株式会社 10百万円 100％ 清涼飲料製造及び補助作業 

南総建設株式会社 20百万円 100％ 建設業 

南総タクシー株式会社 10百万円 99.9％ 一般乗用旅客自動車運送事業 

 
 (8) 主要な事業内容 

区域貨物運送業、倉庫業、その他運送に附帯する事業、不動産業、清涼飲
料水製造及び補助作業、建設業、各種製造業請負、一般乗用旅客自動車運
送事業 
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 (9) 主要な営業所及び事業所 
 ① 当  社 本 社 千葉県東金市東金582番地 
   支 店 東金支店（千葉県東金市) 

茂原支店（千葉県長生郡長柄町） 
佐倉支店（千葉県佐倉市) 
千葉支店（千葉市中央区） 
茂原中央支店（千葉県長生郡長柄町） 
茨城支店（茨城県稲敷市） 

   事業所 茂原東郷事業所（千葉県茂原市) 
   営業所 埼玉営業所（埼玉県本庄市） 
 
 ② 子 会 社 南総総業株式会社 千葉県東金市東金 
   南総建設株式会社 千葉県東金市東金 
   南総タクシー株式会社 千葉県東金市東金 
 

 (10) 企業集団の従業員の状況 
 

従  業  員  数 前 期 末 比 増 減 

881名 (増)37名 

 

 (11) 借入先の状況 
 

借     入     先 借 入 金 残 高 

 百万円 

株 式 会 社 千 葉 銀 行 5,181 

株 式 会 社 京 葉 銀 行 1,301 

株 式 会 社 千 葉 興 業 銀 行 887 

銚 子 信 用 金 庫 300 

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 125 
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2. 会社の株式に関する事項 

 (1) 発行可能株式総数 20,000,000株 

 (2) 発行済株式の総数 4,979,400株（自己株式20,600株を除く｡) 

 (3) 株主数 576名
 
 

 (4) 大株主 
 

株    主    名 持  株  数 持 株 比 率 

 百株 ％ 

総 和 商 事 株 式 会 社 2,660 5.3 

自 社 従 業 員 持 株 会 2,305 4.6 

今 井 利 彦 1,927 3.8 

土 屋  任 1,701 3.4 

今  井  八 重 子 1,689 3.3 

株 式 会 社 千 葉 銀 行 1,600 3.2 

損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社 1,500 3.0 

宮 田  修 1,493 2.9 

中 村 隆 則 1,293 2.5 

BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR  
I N T R I N S I C  O P P O R T U N I T I E S  F U N D 

1,250 2.5 

 
 (注) 1. 持株数は百株未満を切り捨てて表示しております。 

2. 持株比率は自己株式を控除し小数点第１位未満を切り捨てて表示しております。 
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3. 会社役員に関する事項 

 (1) 取締役及び監査役の氏名等 
 

地   位 氏   名 担当及び重要な兼職状況 

代表取締役会長 中 村 隆 則 
南総建設株式会社代表取締役会長 
南総タクシー株式会社代表取締役社長 

代表取締役社長 今 井 利 彦  

専 務 取 締 役 今 関 仁 孝 営業本部長 

専 務 取 締 役 伊 藤 和 久 茂原中央支店長 

取 締 役 
常務執行役員 

平 原 裕 之 佐倉支店長 

取締役執行役員 青 木 勝 也 茂原支店長 

取 締 役 菅 野 茂 徳 
菅野法律事務所代表 
AG債権回収会社取締役 

取 締 役 矢 野 政 信  

常 勤 監 査 役 鶴 岡 和 雄  

監 査 役 能 川 浩 二 
独立行政法人労働者健康安全機構 
千葉産業保健総合支援センター所長 

監 査 役 大 坪 照 康 株式会社新千葉カントリー倶楽部代表取締役 

監 査 役 菊 地  豊  

 
 (注) 1. 当期中の取締役の異動は次のとおりであります。 

      就任 矢 野 政 信 2020年６月26日定時株主総会におい

て選任され同日就任 

    2. 取締役菅野茂徳、矢野政信の両氏は、社外取締役であります。 

    3. 監査役能川浩二、大坪照康、菊地豊の各氏は、社外監査役であります。 

    4. 菅野茂徳氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。 
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 (2) 社外役員に関する事項 
  ① 取締役 

区  分 氏   名 主 な 活 動 状 況 

取 締 役 菅 野 茂 徳 

当期開催の取締役会12回のうち12回に出席し、弁護

士としての豊富な経験、特に企業法務の幅広い見識

から議案審議等に必要な発言を適宜行っておりま

す。 

取 締 役 矢 野 政 信 

選任後の当期開催の取締役会10回のうち９回に出席

し、豊富な経験と地域経済の動向に関する高い見識

から議案審議等に必要な発言を適宜行っておりま

す。 
 
 (注) 取締役菅野茂徳氏が代表を務める菅野法律事務所と当社は顧問契約を締結しており

ますが、報酬額は極めて少額であり、意思決定に影響を及ぼすことはないと判断し

ております。また、同氏が取締役を務めるAG債権回収会社と当社の間に、特別な取

引関係はありません。 

 
  ② 監査役 
   主な活動内容 

区  分 氏   名 主 な 活 動 状 況 

監 査 役 能 川 浩 二 

当期開催の取締役会12回のうち11回に出席し、ま

た、当期開催の監査役会11回のうち10回に出席し、

議案審議等に必要な発言を適宜行っております。 

監 査 役 大 坪 照 康 

当期開催の取締役会12回のうち12回に出席し、ま

た、当期開催の監査役会11回のうち11回に出席し、

議案審議等に必要な発言を適宜行っております。 

監 査 役 菊 地   豊 

当期開催の取締役会12回のうち12回に出席し、ま

た、当期開催の監査役会11回のうち10回に出席し、

議案審議等に必要な発言を適宜行っております。 
 
 (注) 1. 監査役能川浩二氏が所長を務める独立行政法人労働者健康安全機構千葉産業保

健総合支援センターと当社の間に、特別な取引関係はありません。 
2. 監査役大坪照康氏が代表取締役を務める株式会社新千葉カントリー倶楽部と当

社の間に、特別な取引関係はありません。 
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 (3) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等 

  ① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項 

 当社は取締役の個人別報酬等係る決定方針を、2021年２月８日開催の
取締役会にて決議いたしました。その内容は、中長期的視点で経営に取
り組みつつ、株主様への利益還元の観点から単年度の業績の向上、利益
確保を追求するという考えの下、取締役の報酬は、固定報酬と業績向上
に対するインセンティブを高めることを目的とした業績連動報酬によっ
て構成するものといたしました。また、業績連動報酬の算定指標は「営
業利益」とし、｢営業利益」を基に取締役会で定めて算定式により算出す
るものといたします。固定報酬と業績連動報酬の構成比は、業績連動報
酬は３割程度としております。 
 なお、本決定方針は第113期事業年度以降適用され、第112期事業年度
に係る取締役の報酬については、社内規程に定められた取締役の役位ご
との年俸を2020年７月３日開催の取締役会に諮り決定しており、その額
は業績及び役職、職責に対し相当と判断しております。また、第112期事
業年度の取締役報酬に業績連動報酬部分はございません。 
 社外取締役及び監査役の報酬は、その役割と独立性の観点から固定報
酬のみで構成することとし、社外取締役の報酬額は取締役会、各監査役
の報酬額は監査役の協議によって決定しております。 

 

  ② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項 

 当社は2006年６月29日開催の定時株主総会において取締役の報酬額の
上限を年額264,000千円、監査役の報酬額の上限を年額18,000千円とそれ
ぞれ決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は
５名、監査役の員数は３名であります。 

 

  ③ 取締役及び監査役の報酬等の額 

取締役８名 139百万円（うち社外取締役２名５百万円） 
監査役４名 12百万円（うち社外監査役３名５百万円） 

 第112期事業年度の取締役及び監査役の報酬はすべて固定報酬でありま
す。 
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4. 会計監査人の状況 
 (1) 会計監査人の名称 

 有限責任監査法人トーマツ 

 

 (2) 責任限定契約の内容の概要 

 当社と会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当

該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額としております。 

 

 (3) 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等 

① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等 

  34,000千円 

② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 

  35,387千円 
 (注) 1.会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由は、当社監査役会は、

会計監査人から提出された監査計画の妥当性や適切性を確認するとともに、

取締役会、関係各部署からの報告、聴取を通じて、従前の事業年度における

職務遂行状況、報酬見積の算出根拠等を検討した結果、当該報酬額を相当で

あると確認したものであります。 

    2.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の監査と金融商品取引法

上の監査の監査報酬を区分しておりませんので、①の金額には、金融商品取引法

上の監査の報酬等を含めております。 

    3.当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務であ

る、新収益認識基準適用に関する助言業務についての対価を支払っております。 

 

 (4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針 

 会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、もしくは会計監

査人としてふさわしくない非行があり、当社の会計監査人であることにつき

当社にとって重大な支障があると判断したときには、監査役会は会社法第340

条の規定により会計監査人の解任を決定いたします。また、そのほか会計監

査人であることにつき支障があると判断されるときには、解任または不再任

の議案を株主総会に提出いたします。 

 

5. 業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項 

  取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ

の他業務の適正を確保するための体制 

 当社の内部統制システム構築の基本方針は次のとおりであります。 

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制 

(1) ｢南総通運グループ コンプライアンスガイドライン」を制定し、｢社員

行動指針」を中心に取締役及び使用人の法令遵守体制の強化推進を行う。 
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(2) コンプライアンス担当責任部署により、役職員に対し教育・研修を継

続的に行う。 

(3) 監査役は取締役及び使用人の職務の遂行について監査を行う。 

(4) 社長直轄の内部統制監査室を設置し、取締役及び使用人のその職務の

執行においての法令、定款及び社内規程の遵守状況について監査を行う。 

(5) 内部通報体制を整備し、取締役及び使用人の法令・定款違反を未然に

防止するとともに違反行為に対しては、懲罰規程に基づき厳正に処分す

る。 

(6) 反社会的勢力との関係を排除するとともに、反社会的勢力からの不当

な要求に対しては警察・弁護士等と連携し、当社グループを挙げて毅然

とした姿勢で対応する。 
 

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

(1) 取締役及び使用人の職務の執行に係る電磁的記録を含む重要な文書、

情報については「文書管理規程」に従い保存期間、責任部署を規定し保

管、管理する。 

(2) 取締役及び監査役はいつでもこれらの保管された文書、情報を閲覧す

ることができる。 
 

3. 損失の危険の管理に関する規定その他の体制 

(1) リスク管理規程を制定し、リスクカテゴリー毎の責任部署を定め、リ

スクの管理体制を明確化し、有事の際の迅速かつ適切な緊急連絡体制と

緊急事態に対する体制を整備する。 

(2) 内部統制監査室は各責任部署のリスク管理の状況を監査し、その結果

を定期的に取締役会に報告する。 

(3) 役職員に対しリスク管理に関する教育・研修を継続的に行う。 

(4) 取締役会は、リスク管理体制につき定期的な見直しを行う。 
 

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

(1) 決裁規程を定め、重要性に応じた意思決定を迅速に行う。 

(2) 組織規程、業務分掌把握規程等の規定を定め、業務を効率的に遂行す

る。 

(3) 取締役会は、中長期経営計画・戦略を策定し、その進捗等につき定期

的な検証を行う。 

(4) 監査役またはその補助人はこれらの業務運営の内部監査を行い、これ

らの体制の検証を行う。 
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5. 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制 

(1) 当社子会社を当社の一部署と位置づけ、｢取締役及び使用人の職務の執

行が法令及び定款に適合することを確保するための体制｣、｢取締役の職

務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制｣、｢損失の危険の管理

に関する規定その他の体制｣、｢取締役の職務の執行が効率的に行われる

ことを確保するための体制」につき、グループとしての管理体制を整備

する。 

(2) グループ各社は、当社と情報共有、連絡体制の強化を図る。 

(3) 内部統制監査室は、当社グループ各社に対し監査を実施する。 

(4) グループ各社の取締役及び使用人は経営状況、財務状況につき当社取

締役会等において定期的に報告を行う。 
 

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する

事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

(1) 監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、

必要な員数、求められる資質等を協議の上、適切に配置する。 

(2) 監査役の補助に当たる使用人は、監査役の指揮命令の下業務を行い、

監査役以外からの指揮命令は受けない。 

(3) 監査役の補助に当たる使用人の任命、異動、懲戒等については、監査

役の意見、同意を得て行うものとする。 

(4) 取締役及び使用人は、監査役の補助に当たる使用人の業務が円滑に行

われるように監査環境の整備に協力する。 
 

7. 監査役に報告をするための体制、並びに報告をしたものが当該報告をし

たことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制 

(1) 監査役は、年度監査計画を策定し、当該計画に従い取締役及び使用人

から報告を受ける。 

(2) 取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実又はおそれのあ

る事実発見した場合は直ちに監査役に報告する。 

(3) 内部監査部署は、その監査計画や監査結果を監査役に定期報告する。 

(4) グループ会社の取締役、監査役及び使用人は、会社に著しい損害を及

ぼす事実又はそれらのおそれのある事実を発見した場合は直ちに当社担

当部署に報告する。 

(5) グループ会社の取締役、監査役及び使用人は、会社の事業の状況、コ

ンプライアンス、内部統制システムの整備・運用状況につき当社担当部

署に定期報告する。 

(6) グループ会社より報告を受けた当社担当部署は直ちに監査役に報告す

る。 

(7) 内部通報体制の対象にグループ会社を含め、重大な問題にかかる通報

について、監査役への適切な報告体制を確保する。 
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(8) 監査役は、取締役及び使用人から得た情報について、第三者に報告の

義務を負わない。 

(9) 監査役は、報告した使用人の異動、人事評価及び懲戒等に関して、取

締役にその理由の開示を求める事ができる。 
 

8. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の

当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事

項 

 監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等

の償還等を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行により生じ

たものでないことを証明できる場合を除きこれに応じる。 
 

9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

(1) 監査役は、社内の重要課題等を把握し、必要に応じ意見を述べる事が

できるよう、取締役会その他重要な会議に出席する機会を確保する。 

(2) 取締役及び使用人は、監査役の監査に必要な重要書類の閲覧、実地調

査、意見交換、グループ会社調査等の監査役の活動が円滑に行われるよ

う、監査環境の整備に協力する。 

(3) 監査役は、監査の実施及びその活動に当たり必要と認められる場合に

は、弁護士、公認会計士等から監査業務に関する助言を受けることがで

きる。 
 

10. 財務報告の信頼性を確保するための体制 

 当社及びグループ各社は、金融商品取引法その他法令等に基づき、有効

かつ適正な内部統制の体制の整備をするとともに、会計監査人との連携を

図り、継続的に財務報告及び体制の検証を行う。 
 

6. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

  当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備しておりま

すが、当事業年度（2020年４月１日から2021年３月31日まで）におきまして

は、基本方針に基づき以下の取組みを行っております。 

1. 当社及びグループ各社の内部統制システムの整備・運用状況を当社の内

部統制監査室がモニタリングし、改善を進めております。 

2. 当社及びグループ各社の役職員に対し、社内研修において、その階層に

応じて必要なコンプライアンスについて、教育、説明を行い、法令及び定

款を遵守するための取組みを行っております。 

3. 当社の定例取締役会にグループ各社の取締役が出席し、経営状況、財務

状況及び内部統制システムの運用状況等の報告を継続して行っております。 

4. 内部統制監査室は、年間活動計画に基づき、当社及びグループ各社の各

部門の業務執行につき監査を実施し、その結果につき代表取締役へ報告を

行っております。 
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連 結 貸 借 対 照 表 

(2021年３月31日現在) 

(単位：千円) 
 

資 産 の 部  負 債 の 部 

科    目 金  額  科    目 金  額 

流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 

受 取 手 形 
及 び 営 業 未 収 金 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

固 定 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 及 び 構 築 物 

機械装置及び運搬具 

土 地 

建 設 仮 勘 定 

そ の 他 

無 形 固 定 資 産 

投資その他の資産 

投 資 有 価 証 券 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

5,568,842 

3,543,269 

1,747,941 

277,673 

△43 

26,053,133 

24,747,947 

6,883,541 

452,265 

15,657,886 

1,604,687 

149,567 

150,794 

1,154,391 

540,664 

404,305 

233,593 

△24,171 

 

流 動 負 債 

支 払 手 形 
及 び 営 業 未 払 金 

短 期 借 入 金 

一 年 内 返 済 予 定 
長 期 借 入 金 

未 払 法 人 税 等 

賞 与 引 当 金 

そ の 他 

固 定 負 債 

長 期 借 入 金 

繰 延 税 金 負 債 

役員退職慰労引当金 

退職給付に係る負債 

資 産 除 去 債 務 

預 り 保 証 金 

5,739,003 

549,531 

2,183,010 

686,841 

276,378 

284,270 

1,758,972 

6,992,073 

5,741,297 

78,932 

338,679 

338,177 

29,582 

465,404 

 負 債 合 計 12,731,076 

 純 資 産 の 部 

 

株 主 資 本 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 

利 益 剰 余 金 

自 己 株 式 

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 

非支配株主持分 

18,635,072 

538,500 

497,585 

17,613,996 

△15,010 

255,799 

255,799 

26 

 純 資 産 合 計 18,890,899 

資 産 合 計 31,621,975  負 債 純 資 産 合 計 31,621,975 
 

 (注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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連 結 損 益 計 算 書 

(2020年４月１日から2021年３月31日まで) 

(単位：千円) 
 

科         目 金         額 

営 業 収 入  13,383,348 

営 業 支 出  11,262,387 

営 業 総 利 益  2,120,961 

一 般 管 理 費  817,329 

営 業 利 益  1,303,631 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 及 び 配 当 金 10,734  

受 取 手 数 料 2,719  

受 取 助 成 金 34,378  

受 取 保 険 金 1,284  

車 輌 売 却 益 8,675  

受 取 和 解 金 18,000  

そ の 他 9,318 85,111 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 47,111  

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 26,600  

そ の 他 1,459 75,170 

経 常 利 益  1,313,571 

特 別 損 失   

減 損 損 失 176,485  

固 定 資 産 除 売 却 損 4,208 180,694 

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益  1,132,877 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 445,770  

法 人 税 等 調 整 額 △58,321 387,448 

当 期 純 利 益  745,429 

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益  △84 

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益  745,513 
 
 (注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 



〆≠●0 
02_0550901102106.docx 
 5/26/2021 6:10:00 AM印刷 3/26 

― 16 ― 

連結株主資本等変動計算書 

(2020年４月１日から2021年３月31日まで) 

（単位：千円） 
 

 
株   主   資   本 

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計 

2020年４月１日残高 538,500 497,585 17,092,556 △15,010 18,113,631 

連結会計年度中の変動額      

剰 余 金 の 配 当   △224,073  △224,073 

親会社株主に帰属 
する当期純利益 

  745,513  745,513 

株主資本以外の項目の
連 結 会 計 年 度 中 の 
変 動 額 （ 純 額 ） 

     

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 521,440 ― 521,440 

2021年３月31日残高 538,500 497,585 17,613,996 △15,010 18,635,072 
 

（単位：千円） 
 

 

その他の包括利益累計額 

非支配株主持分 純 資 産 合 計 その他有価証券 
評 価 差 額 金 

その他の包括利益 
累 計 額 合 計 

2020年４月１日残高 156,916 156,916 110 18,270,659 

連結会計年度中の変動額     

剰 余 金 の 配 当    △224,073 

親会社株主に帰属 
する当期純利益 

   745,513 

株主資本以外の項目の
連 結 会 計 年 度 中 の 
変 動 額 （ 純 額 ） 

98,883 98,883 △84 98,798 

連結会計年度中の変動額合計 98,883 98,883 △84 620,239 

2021年３月31日残高 255,799 255,799 26 18,890,899 
 
 (注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 
 

1. 連結の範囲に関する事項 

   連結子会社は次の３社であり、全ての子会社を連結しております。 

   南総総業株式会社 

   南総建設株式会社 

   南総タクシー株式会社 

2. 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 全ての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

3. 会計方針に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

 ① 有価証券の評価基準及び評価方法 

    その他有価証券 

     時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。 

     時価のないもの 

      移動平均法による原価法によっております。 

 ② たな卸資産 

    未成工事支出金 

     個別法による原価法によっております。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

    定率法によっております｡ 

    ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）及び2016年４月

１日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法によっておりま

す。 

    なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

     建 物  15年～38年 

     構築物  10年～30年 

 ② 無形固定資産 

    定額法によっております｡ 

    なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。 
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(3) 重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

    債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。 

 ② 賞与引当金 

    従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会

計年度に見合う分を計上しております。 

 ③ 役員退職慰労引当金 

    役員及び執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

(4) 退職給付に係る会計処理の方法 

   退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末におけ

る見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。 

 ① 退職給付見込額の期間帰属方法 

    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に

帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 

 ② 数理計算上の差異の費用処理方法 

    数理計算上の差異は、その発生時に損益処理しております。 

 ③ 連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期

末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 

(5) 重要な収益及び費用の計上基準 

   請負工事に係る収益の計上基準 

   工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合 

    工事進行基準によっております。 

   上記の要件を満たさない場合 

    工事完成基準によっております。 

   決算日における工事進捗度の見積方法 

    工事進行基準における原価比例法によっております。 

(6) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

   消費税等の会計処理方法 

    税抜方式によっております。 
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（表示方法の変更） 

 
｢会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用 

  ｢会計上の見積りの開示に関する会計基準｣（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を

当連結会計年度末に係る連結計算書類から適用し、連結計算書類に重要な会計上の見積り

に関する注記を記載しております。 

 

（会計上の見積りに関する注記） 

 
有形固定資産の減損 

 (1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 

有形固定資産 24,747,947千円

減損損失 176,485千円

 (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

    当社グループは、資産グループより生じる将来キャッシュ・フローを見積り、有形

固定資産の減損損失の認識検討を実施しております。重要な資産グループである宮本

倉庫グループ（資産グループ有形固定資産簿価計4,111,332千円）を含め、減損の兆

候が生じている資産グループについては、翌連結会計年度の予算、主要な資産の残存

使用年数、並びに各資産グループに応じた価格下落リスク及び空き室リスク等、連結

計算書類作成時において入手可能な情報に基づき割引前将来キャッシュ・フロー総額

の見積りを行っております。また、翌連結会計年度におけるコロナウイルス感染症に

よる業績への影響として、各事業の実績に基づく一定の影響を加味して見積りを行っ

ております。 

    当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動、及び顧客との賃貸借契約締結状況

の変化等によって影響を受ける可能性があり、資産グループの見積りの見直しが必要

となった場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において、有形固定資産の金額に

重要な影響を与える可能性があります。 

 

（連結貸借対照表に関する注記） 
 

1. 担保に供している資産及び担保に係る債務 

 (1) 担保に供している資産 

建物及び構築物 1,523,316千円

土     地 10,850,457 

   計 12,373,774 
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 (2) 担保に係る債務 

短期借入金 1,736,965千円 

一年内返済予定長期借入金 619,593 

長期借入金 5,161,469 

預り保証金 177,844 

   計 7,695,871  
2. 有形固定資産の減価償却累計額 17,746,534千円 

 
（連結損益計算書に関する注記） 

 

1. 減損損失に関する事項 

 当社グループは、以下の資産について減損損失を計上いたしました。 

用  途 場  所 種  類 金 額 

事業用土地 千葉県東金市、他 土地 121,798千円 

賃貸用不動産 千葉県東金市 土地 42,078千円 

賃貸用不動産 千葉県東金市 建物 12,609千円 

合  計 176,485千円 

 
 （経 緯） 

   市場価格が下落した土地、及び賃貸借契約の終了に伴い、遊休となった資産について、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いた

しました。 

 （グルーピングの方法） 

   原則として支店、営業所別に区分し、賃貸用不動産及び遊休資産については、個々の

物件を単位としております。 

 （回収可能価額の算定方法等） 

   回収可能価額は、正味売却価額より測定しており、不動産鑑定評価基準等に基づいて

合理的に算定しております。 

 

2. 受取和解金 

 車両の被害事故による和解金であります。 

 

  



〆≠●0 
02_0550901102106.docx 
 5/26/2021 6:10:00 AM印刷 8/26 

― 21 ― 

（連結株主資本等変動計算書に関する注記） 
 

1. 発行済株式の総数に関する事項 

株式の種類 当連結会計年度期首 増  加 減  少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 5,000,000 ― ― 5,000,000 

 

2. 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決  議 株式の種類 配当金の総額 
１ 株 当 た り 

配 当 額 
基 準 日 効力発生日 

2020年６月26日 

定 時 株 主 総 会 
普通株式 224,073千円 45円 

2020年 

３月31日 

2020年 

６月29日 

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度と

なるもの 

   2021年６月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次

のとおり提案する予定であります。 
 
 ① 配当金の総額 174,279千円

 ② １株当たり配当額 35円

 ③ 基準日 2021年３月31日

 ④ 効力発生日 2021年６月28日

  なお、配当原資につきましては、利益剰余金とすることを予定しております。 
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（金融商品に関する注記） 
 

1. 金融商品の状況に関する事項 

   当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関から

の借入により資金を調達しております。 

   受取手形及び営業未収金に係る顧客の信用リスクは、与信限度管理規程に沿ってリス

ク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式につい

ては四半期ごとに時価の把握を行っております。 

   借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であります。 

2. 金融商品の時価等に関する事項 

   2021年３月31日（当連結会計年度の決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及

びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め

て困難と認められるものは、次表に含めておりません。((注２)をご参照ください｡） 

 
連結貸借対照表 
計 上 額（※） 

時 価（※） 差   額 

(1) 現金及び預金 3,543,269千円 3,543,269千円 ―千円 

(2) 受取手形及び営業未収金 1,747,941 1,747,941 ― 

(3) 投資有価証券    

  その他有価証券 522,812 522,812 ― 

(4) 支払手形及び営業未払金 (549,531) (549,531) ― 

(5) 短期借入金 (2,183,010) (2,183,010) ― 

(6) 長期借入金 (6,428,138) (6,409,618) 18,519 

  (※) 負債に計上されているものについては、( ）で示しております。 

  (注１) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項 

    (1) 現金及び預金、並びに (2) 受取手形及び営業未収金 

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっております。 

    (3) 投資有価証券 

      投資有価証券の時価について、上場株式は取引所の価格によっております。 

    (4) 支払手形及び営業未払金、並びに (5) 短期借入金 

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっております。 

    (6) 長期借入金 

      長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合

に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。なお、一年内返

済予定の長期借入金は長期借入金に含めて記載しております。 



〆≠●0 
02_0550901102106.docx 
 5/26/2021 6:10:00 AM印刷 10/26 

― 23 ― 

  (注２) 非上場株式（連結貸借対照表計上額17,852千円）は、市場価格がなく、かつ将

来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて

困難と認められるため、｢(3) 投資有価証券その他有価証券」には含めておりませ

ん。 

 

（賃貸等不動産に関する注記） 
 

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項 

   当社及び一部の子会社では、千葉県等において賃貸用の店舗、事務所及び倉庫等（土

地を含む｡）を有しております。 

2. 賃貸等不動産の時価に関する事項 

連結貸借対照表計上額 時   価 

17,890,511千円 17,512,865千円 

(注１) 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であり

ます。 

(注２) 当期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて算定した金額 

(指標等を用いて調整を行ったものを含む｡）であります。 

 

（１株当たり情報に関する注記） 
 

１株当たり純資産額 3,793円80銭

１株当たり当期純利益 149円72銭

 

（重要な後発事象に関する注記） 
 

 該当事項はありません。 
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本 
 

 

独立監査人の監査報告書 
 

2021年５月24日 
南 総 通 運 株 式 会 社 

取  締  役  会 御中
 

有限責任監査法人 トーマツ 

東 京 事 務 所

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 吉 原 一 貴 ㊞
 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 石 田 義 浩 ㊞

 
監査意見 
 当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、南総通運株式会社の2020年４月
１日から2021年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結計算書類の作成のための基本と
なる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。 
 当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して、南総通運株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該
連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
しているものと認める。 
 
監査意見の根拠 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、｢連結計算書類の監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。 
 
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による
重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断
した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類
を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。 
 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。 
 
連結計算書類の監査における監査人の責任 
 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不
正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報
告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表
示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書
類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。 
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 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。 

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもの
ではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を
立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行わ
れた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどう
か、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよ
うな事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算
書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の
注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性
がある。 

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計
算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。 

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関
する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指
示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
う。 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理
に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えら
れる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はそ
の内容について報告を行う。 
 
利害関係 
 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
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連結計算書類に係る監査役会の監査報告書 謄本 
 

 

監 査 報 告 書 
 
 当監査役会は、2020年４月１日から2021年３月31日までの第112期事業年度

に係る連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変

動計算書）に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、

本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

 

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状

況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務

の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 

 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職

務の分担等に従い、連結計算書類について取締役及び使用人等から報告を受

け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人が独立の立場を保持

し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監

査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま

した。なお、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するた

めの体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管

理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知

を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度

に係る連結計算書類について検討いたしました。 

 

2. 監査の結果 

 会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると

認めます。 
 
  2021年５月25日 
 
 

南総通運株式会社 監査役会 

 

常勤監査役        鶴 岡 和 雄 ㊞ 

監 査 役（社外監査役） 能 川 浩 二 ㊞ 

監 査 役（社外監査役） 大 坪 照 康 ㊞ 

監 査 役（社外監査役） 菊 地   豊 ㊞ 
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貸 借 対 照 表 

（2021年３月31日現在） 

(単位：千円) 
 

資 産 の 部  負 債 の 部 

科    目 金  額  科    目 金  額 

流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 

受 取 手 形 

営 業 未 収 金 

貯 蔵 品 

前 払 費 用 

そ の 他 

固 定 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 

構 築 物 

車 両 及 び 運 搬 具 

工具、器具及び備品 

土 地 

建 設 仮 勘 定 

無 形 固 定 資 産 

借 地 権 

水 道 施 設 利 用 権 

電 話 加 入 権 

ソ フ ト ウ ェ ア 

投資その他の資産 

投 資 有 価 証 券 

関 係 会 社 株 式 

出 資 金 

破 産 更 生 債 権 等 

繰 延 税 金 資 産 

差 入 保 証 金 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

3,956,950 

2,336,569 

119,715 

1,401,883 

10,738 

59,529 

28,514 

23,553,373 

21,852,152 

4,569,052 

1,158,327 

430,892 

137,206 

14,919,042 

637,632 

146,932 

26,171 

15,222 

5,615 

99,923 

1,554,287 

296,684 

795,195 

15,390 

18,650 

268,384 

50,912 

133,001 

△23,930 

 

流 動 負 債 

営 業 未 払 金 

短 期 借 入 金 

一 年 内 返 済 予 定 
長 期 借 入 金 

未 払 金 

未 払 費 用 

未 払 法 人 税 等 

未 払 消 費 税 等 

預 り 金 

前 受 金 

賞 与 引 当 金 

そ の 他 

固 定 負 債 

長 期 借 入 金 

退 職 給 付 引 当 金 

役員退職慰労引当金 

資 産 除 去 債 務 

預 り 保 証 金 

4,553,350 

391,078 

2,168,010 

594,597 

98,844 

381,757 

220,983 

37,988 

86,633 

135,476 

241,200 

196,779 

6,005,260 

5,032,243 

321,472 

221,558 

29,582 

400,404 

 負 債 合 計 10,558,610 

 純 資 産 の 部 

 

株 主 資 本 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 

資 本 準 備 金 

利 益 剰 余 金 

利 益 準 備 金 

そ の 他 利 益 剰 余 金 

固定資産圧縮積立金 

別 途 積 立 金 

繰 越 利 益 剰 余 金 

自 己 株 式 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

16,842,994 

538,500 

497,585 

497,585 

15,821,918 

91,035 

15,730,883 

65,230 

12,550,000 

3,115,652 

△15,010 

108,718 

108,718 

 純 資 産 合 計 16,951,712 

資 産 合 計 27,510,323  負 債 純 資 産 合 計 27,510,323 
 
 (注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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損 益 計 算 書 

(2020年４月１日から2021年３月31日まで) 

(単位：千円) 
 

科         目 金         額 

営 業 収 入  11,368,431 

営 業 支 出  9,510,249 

営 業 総 利 益  1,858,181 

一 般 管 理 費  736,560 

営 業 利 益  1,121,621 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 及 び 配 当 金 127,852  

受 取 手 数 料 19,077  

受 取 助 成 金 1,061  

受 取 保 険 金 1,121  

車 輌 売 却 益 8,639  

受 取 和 解 金 18,000  

そ の 他 5,540 181,291 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 41,882  

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 26,600  

そ の 他 1,142 69,624 

経 常 利 益  1,233,288 

特 別 損 失   

固 定 資 産 除 売 却 損 4,217  

子 会 社 株 式 評 価 損 99,454 103,672 

税 引 前 当 期 純 利 益  1,129,616 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 344,400  

法 人 税 等 調 整 額 △46,179 298,220 

当 期 純 利 益  831,396 
 
 (注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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株主資本等変動計算書 

(2020年４月１日から2021年３月31日まで) 

（単位：千円） 
 

 

株 主 資 本 

資本金 

資本剰余金 利 益 剰 余 金 

資 本 
準備金 

利 益 
準備金 

そ の 他 利 益 剰 余 金 

固定資産 
圧縮積立金 

別 途 
積 立 金 

繰越利益 
剰 余 金 

2020年４月１日残高 538,500 497,585 91,035 70,756 12,050,000 3,002,803 

当事業年度中の変動額       

剰 余 金 の 配 当      △224,073 

当 期 純 利 益      831,396 

固定資産圧縮積立金取崩額    △5,525  5,525 

別途積立金積立額     500,000 △500,000 

株主資本以外の項目の 
当 事 業 年 度 中 の 
変 動 額 （ 純 額 ） 

      

当事業年度中の変動額合計 ― ― ― △5,525 500,000 112,848 

2021年３月31日残高 538,500 497,585 91,035 65,230 12,550,000 3,115,652 
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（単位：千円） 
 

 

株 主 資 本 
評価・換算 
差 額 等 

純 資 産 
合 計 

利益剰余金 

自己株式 
株主資本 
合 計 

その他有価証券 
評価差額金 利益剰余金 

合 計 

2020年４月１日残高 15,214,595 △15,010 16,235,670 56,925 16,292,596 

当事業年度中の変動額      

剰 余 金 の 配 当 △224,073  △224,073  △224,073 

当 期 純 利 益 831,396  831,396  831,396 

固定資産圧縮積立金取崩額 ―  ―  ― 

別途積立金積立額 ―  ―  ― 

株主資本以外の項目の 
当 事 業 年 度 中 の 
変 動 額 （ 純 額 ） 

   51,792 51,792 

当事業年度中の変動額合計 607,323 ― 607,323 51,792 659,116 

2021年３月31日残高 15,821,918 △15,010 16,842,994 108,718 16,951,712 
 
 (注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

 



〆≠●0 
02_0550901102106.docx 
 5/26/2021 6:10:00 AM印刷 18/26 

― 31 ― 

重要な会計方針 

 

1. 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

  子会社株式 

  移動平均法による原価法によっております。 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

   期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）によっております。 

  時価のないもの 

   移動平均法による原価法によっております。 

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 貯蔵品  最終仕入原価法（貸借対照表計上額は収益性の低下による簿価切り下げの

方法）によっております。 

2. 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法によっております｡ 

 ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）及び2016年４月１

日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

  建 物  15年～38年 

  構築物  10年～30年 

(2) 無形固定資産 

 定額法によっております｡ 

 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。 

3. 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。 

(2) 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度

に見合う分を計上しております。 
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(3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。 

 ① 退職給付見込額の期間帰属方法 

    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属

させる方法については、給付算定式基準によっております。 

 ② 数理計算上の差異の費用処理方法 

    数理計算上の差異は、その発生時に損益処理しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

 役員及び執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

 税抜方式によっております。 

 

（表示方法の変更） 
 

｢会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用 

  ｢会計上の見積りの開示に関する会計基準｣（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を

当事業年度末に係る計算書類から適用し、計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記

を記載しております。 

 

（会計上の見積りに関する注記） 
 

有形固定資産の減損 

 (1) 当事業年度の計算書類に計上した金額 

有形固定資産 21,852,152千円

 (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

    連結計算書類「注記事項（会計上の見積りに関する注記）有形固定資産の減損」に

記載した内容と同一であります。 

 
（貸借対照表に関する注記） 

 

1. 担保に供している資産及び担保に係る債務 

 (1) 担保に供している資産 

建     物 1,413,411千円

土     地 10,795,267 

   計 12,208,679 
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 (2) 担保に係る債務 

短期借入金 1,721,965千円

一年内返済予定長期借入金 594,597 

長期借入金 5,032,243 

預り保証金 177,844 

   計 7,526,649 
 
2. 有形固定資産の減価償却累計額 16,577,373千円 

3. 保証債務 

   連結子会社の金融機関からの借入債務に対して、保証を行っております。 

南総総業株式会社 346,220千円

4. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

短期金銭債権 81,402千円

短期金銭債務 10,490千円

長期金銭債務 400千円

 

（損益計算書に関する注記） 
 

1. 関係会社との取引高 

(1) 営業取引高 

営 業 収 入 605,475千円

営 業 費 用 297,377千円

(2) 営業取引以外の取引高 

資 産 購 入 高 1,724,190千円

そ の 他 136,800千円

2. 受取和解金 

   車両の被害事故による和解金であります。 

 

（株主資本等変動計算書に関する注記） 
 
   当事業年度末における自己株式の種類及び株式数 

 普通株式 20,600株 
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（税効果会計に関する注記） 
 

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産 

未払事業税 15,376千円 

賞与引当金 83,684 

ゴルフ会員権評価損 6,610 

貸倒引当金 5,576 

役員退職慰労引当金 66,245 

退職給付引当金 96,120 

減損損失 171,898 

資産除去債務 8,845 

その他 49,257 

  小   計 503,614 

  将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △164,295 

  合   計 339,319 

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 27,823千円 

資産除去債務に対応する除去費用 3,374

その他有価証券評価差額金 39,737

  合   計 70,934

 

繰延税金資産の純額 268,384

 

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な

項目別の内訳 

法定実効税率 29.9％ 

（調整）  

住民税均等割 1.3 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △3.2 

評価性引当額の増減 △0.4 

所得税額控除 △2.2 

その他 0.5 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.4％ 
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（関連当事者との取引に関する注記） 
 

 子会社 

（単位：千円) 

種類 
会社等の 

名 称 

議決権等 

の 所 有 

(被所有) 

割 合 

関連当事者 

と の 関 係 
取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

子会社 

南総総業 

株式会社 

所有 

直接

100.0％ 

営業取引 

役員の兼任 

倉庫保管、運

送業務の受注 
596,036 

営業未収金 75,161 

その他 

流動資産 
5,479 

倉庫保管、附

帯作業の外注 
213,622 営業未払金 2,918 

事務受託 14,400 － － 

債務保証 

(注３) 
346,220 － － 

南総建設 

株式会社 

所有 

直接

100.0％ 

営業取引 

役員の兼任 

倉庫設備等の

建設及び修繕 
1,724,190 未払金 3,575 

 
 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注１) 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して価格交渉の上で決定しております。 

(注２) 取引金額には、消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めてお

ります。 

(注３) 当社は連結子会社の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っておりますが、

保証料の受取はありません。 

 

（１株当たり情報に関する注記） 
 

  １株当たり純資産額 3,404円37銭

  １株当たり当期純利益 166円97銭

 

（重要な後発事象に関する注記） 
 

 該当事項はありません。 
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会計監査人の監査報告書 謄本 
 

 

独立監査人の監査報告書 
 

2021年５月24日 
南 総 通 運 株 式 会 社 

取  締  役  会 御中
 

有限責任監査法人 トーマツ 

東 京 事 務 所

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 吉 原 一 貴 ㊞
 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 石 田 義 浩 ㊞
 
監査意見 
 当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、南総通運株式会社の2020
年４月１日から2021年３月31日までの第112期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにその
附属明細書（以下「計算書類等」という｡）について監査を行った。 
 当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての
重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
監査意見の根拠 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、｢計算書類等の監査における監査
人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に
従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし
ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。 
 
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該
事項を開示する責任がある。 
 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。 
 
計算書類等の監査における監査人の責任 
 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正
又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告
書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の
利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断さ
れる。 
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 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施
する。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。 

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立
案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行わ
れた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、
また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような
事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項
が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類
等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。 

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理
に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えら
れる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はそ
の内容について報告を行う。 
 
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。 

以 上 
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監査役会の監査報告書 謄本 
 

 

監 査 報 告 書 
 
 当監査役会は、2020年４月１日から2021年３月31日までの第112期事業年度の取締役

の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報

告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

 

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

 (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及

び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 

 (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の

分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の

収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。 

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行

状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧

し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。ま

た、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換

を図り、必要に応じて子会社からの事業の報告を受けました。 

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること

を確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の

適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３

項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備さ

れている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築

及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しま

した。 

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視

及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正

に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事

項）を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会）等に

従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。 

 

 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類 

(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明

細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計

算書及び連結注記表）について検討いたしました。 
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2. 監査の結果 

 (1) 事業報告等の監査結果 

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示

しているものと認めます。 

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大

な事実は認められません。 

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。ま

た、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行についても、指摘すべき

事項は認められません。 

 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 

   会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。 

 (3) 連結計算書類の監査結果 

   会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。 

 

   2021年５月25日 

南 総 通 運 株 式 会 社  監 査 役 会 

 
常勤監査役        鶴 岡 和 雄  ㊞ 
監 査 役（社外監査役） 能 川 浩 二  ㊞ 
監 査 役（社外監査役） 大 坪 照 康  ㊞ 

監 査 役（社外監査役） 菊 地   豊  ㊞ 
 

以 上 
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株主総会参考書類 

 

議案に関する参考事項 

 第１号議案 剰余金処分の件 

   剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。 

   1. 期末配当に関する事項 

期末配当につきましては、当事業年度の業績、今後の事業展開並びに

内部留保に意を用いつつ、安定的な配当維持に努めることを基本方針と

しております。 

    (1) 配当財産の種類 

      金銭といたします。 

    (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 

      当社普通株式１株につき金35円 

      総額 174,279,000円 

    (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 

      2021年６月28日 

   2. 剰余金の処分に関する事項 

剰余金の処分につきましては、経営の健全な発展を期し、今後の経営

環境を勘案して財務体質の強化を図るため、以下のとおりといたしたい

と存じます。 

    (1) 増加する剰余金の項目及びその額 

      別途積立金     500,000,000円 

    (2) 減少する剰余金の項目及びその額 

      繰越利益剰余金   500,000,000円 
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 第２号議案 定款一部変更の件 

  1. 提案の理由 

今後の事業領域の拡大、トータルロジスティクス事業の充実、また顧客

ニーズの多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして通

関事業を追加するとともに目的への追加に伴う号数の繰り下げを行うもの

であります。 

  2. 変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 

 

(下線部は変更箇所を示しております｡) 
 

現 行 定 款 変  更  案 

第１章 総 則 第１章 総 則 

（目的） 

第２条 当社は次の事業を営むことを目的

とする。 

１．鉄道利用運送事業 

 （中略） 

 （新設） 

27．前各号に附帯関連する一切の事業 

（目的） 

第２条 当社は次の事業を営むことを目的

とする。 

１．鉄道利用運送事業 

 （中略） 

27．通関事業 

28．前各号に附帯関連する一切の事業 

 

  



〆≠●0 
03_0550901102106.docx 
 5/26/2021 8:16:00 PM印刷 3/8 

― 42 ― 

 第３号議案 取締役８名選任の件 

   取締役８名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきま

しては、取締役８名の選任をお願いするものであります。 

   取締役候補者は次のとおりであります。 
 

候補者 
番 号 

氏     名 
(生 年 月 日) 

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 
所有する 
当  社 
株 式 数 

１ 

いま い とし ひこ 

今 井 利 彦 

(1959年３月22日) 

1982年４月 日本通運㈱入社 
2002年６月 同社東京ペリカンアロー支店次長 
2004年２月 同社埼玉支店次長 
2005年２月 当社入社 
2005年５月 当社常務執行役員 
2005年６月 当社取締役常務執行役員茂原支店長 
2012年５月 当社取締役常務執行役員管理本部長 
2013年６月 当社専務取締役管理本部長 
2015年６月 当社取締役副社長管理本部長 
2017年６月 当社代表取締役社長（現任） 
      現在に至る 

192,750株 

２ 

いま ぜき よし たか 

今 関 仁 孝 

(1960年３月24日) 

1983年４月 当社入社 
1995年６月 当社東金支店営業課長 
2000年９月 当社佐倉配送センター所長 
2001年７月 当社執行役員佐倉配送センター所長 
2005年５月 当社常務執行役員佐倉配送センター

所長 
2009年３月 当社常務執行役員東金支店業務部長 
2013年４月 当社常務執行役員佐倉支店長 
2015年６月 当社取締役常務執行役員営業本部長 
2017年６月 当社専務取締役営業本部長（現任） 
      現在に至る 

65,000株 

３ 

い とう かず ひさ 

伊 藤 和 久 

(1959年２月23日) 

1985年10月 当社入社 
1998年５月 当社茂原支店営業課長 
2003年７月 当社本社管理部次長 
2005年５月 当社執行役員総務担当部長 
2009年３月 当社執行役員佐倉配送センター所長 
2012年５月 当社執行役員茂原支店長 
2013年４月 当社執行役員茂原中央支店長 
2015年６月 当社取締役常務執行役員茂原中央支

店長 
2017年６月 当社専務取締役茂原中央支店長 
2021年４月 当社専務取締役茂原支店長兼茂原中

央支店長（現任） 
      現在に至る 

26,000株 
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候補者 
番 号 

氏     名 
(生 年 月 日) 

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 
所有する 
当  社 
株 式 数 

４ 

ひら はら ひろ ゆき 

平 原 裕 之 

(1961年８月14日) 

1980年４月 当社入社 
1997年７月 当社茂原支店業務課長 
1998年９月 当社総務部経理課課長 
1999年７月 当社管理部経理課長 
2003年７月 当社管理部次長 
2005年５月 当社執行役員財務担当部長 
2013年４月 当社執行役員千葉支店長 
2015年６月 当社執行役員佐倉支店長 
2017年６月 当社取締役常務執行役員佐倉支店長

（現任） 
      現在に至る 

21,000株 

５ 

あお き かつ や 

青 木 勝 也 

(1963年３月14日) 

1987年４月 日本通運株式会社入社 
2012年10月 同社埼玉支店移転引越次長 
2014年５月 日通東京警備株式会社営業部長 
2015年１月 当社入社 
2015年10月 当社東金支店副支店長 
2017年４月 当社茂原支店長 
2019年６月 当社取締役執行役員茂原支店長 
2021年４月 当社取締役執行役員東金支店長（現

任） 
      現在に至る 

7,200株 

６ 

社外 
 

かん の しげ のり 

菅 野 茂 徳 

(1959年12月23日) 

1989年４月 弁護士登録 
1994年４月 菅野法律事務所設立 同事務所代表

(現任） 
2001年11月 AG債権回収会社取締役（現任） 
2016年６月 当社取締役（現任） 
      現在に至る 

0株 

７ 

社外 
 

や の まさ のぶ 

矢 野 政 信 

(1958年６月25日) 

1982年４月 東金市役所入庁 
2014年４月 同市総務部収税課長 
2015年４月 同市企画政策部企画課長 
2016年４月 同市企画政策部長 
2019年３月 同市退職 
2020年６月 当社取締役（現任） 
      現在に至る 

0株 

８ 

社外 
 

よし ざわ とも こ 

吉 澤 智 子 

(1962年４月７日) 

2008年11月 社会保険労務士試験合格 
2008年12月 社会保険労務士吉澤事務所設立 同

事務所代表（現任） 
2013年１月 労働保険事務組合中小企業商工者協

会理事長（現任） 
      現在に至る 

0株 

 
 (注) 1. 各候補者と当社の間には特別な利害関係はございません。 

2. 菅野茂徳氏、矢野政信氏、吉澤智子氏は、社外取締役候補者であります。 
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3. 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 
 (1) 菅野茂徳氏は弁護士として、豊富な経験と幅広い見識を有しており、中でも

企業法務には高い知見を有しております。これらの経験、見識を活かし、経営
全般に助言をいただくことで、コーポレートガバナンス強化に寄与していただ
けると判断したものであります。 

 (2) 矢野政信氏は行政機関の要職を歴任した経験から、幅広い見識を有しており、
中でも地域経済の動向に関する高い見識をもとに、助言をいただくことで当社
の経営強化に寄与していただけると判断したものであります。 

 (3) 吉澤智子氏は一般企業の勤務経験を経た上で、社会保険労務士として長年に
わたり、企業社会保険業務分野や労務紛争解決業務分野に従事し、豊富な企業
サポート経験と幅広い見識を有しております。この経験・見識を生かし、経営
全般に助言いただくことで、コーポレートガバナンス強化に寄与していただけ
ると判断したものであります。 

4. 菅野茂徳氏が代表を務める菅野法律事務所と当社は顧問契約を締結しておりま
すが、報酬額は極めて少額であり、意思決定に影響を及ぼすことはないと判断
しております。また、同氏が取締役を務めるAG債権回収会社との間には特別な
利害関係はございません。 

5. 当社と吉澤智子氏が代表を務める社会保険労務士吉澤事務所との間には特別な
利害関係はございません。また、同氏が理事長を務める労働保険事務組合中小
企業商工者協会との間には特別な利害関係はございません。 

6. 菅野茂徳氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって５年となりま
す。なお、当社は東京証券取引所に対し、菅野茂徳氏を独立役員とする独立役
員届出書を提出しております。 

7. 矢野政信氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって１年となりま
す。 

 

 第４号議案 監査役２名選任の件 

   監査役 鶴岡和雄、大坪照康の両氏は本総会終結の時をもって任期満了とな

ります。つきましては、監査役２名の選任をお願いするものであります。 

   なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。 

   監査役候補者は次のとおりであります。 
 
候補者 
番 号 

氏     名 
(生 年 月 日) 

略歴、地位及び重要な兼職の状況 
所有する 
当  社 
株 式 数 

１ 

ふる かわ ゆき お 

古 川 幸 男 

(1957年12月17日) 

1987年５月 当社入社 
2000年４月 当社東金支店業務課長 
2010年４月 当社総務人事担当部長 
2017年６月 南総建設（株）取締役 
2017年12月 当社定年退職 
      現在に至る 

36,500株 

２ 

社外 
 

おお つぼ てる やす 

大 坪 照 康 

(1971年５月21日) 

1994年４月 (株）新千葉カントリー倶楽部入社 
2001年１月 同社代表取締役（現任） 
2011年６月 認定NPO法人ラブ＆ハーモニー基金

理事 
2014年６月 (株）ファンティック監査役 
2017年６月 当社監査役（現任） 
      現在に至る 

5,400株 
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 (注) 1. 当社と各候補者との間には特別の利害関係はありません。 
2. 大坪照康氏は、社外監査役候補者であります。 
3. 大坪照康氏は、経営者としての経験から、幅広い見識を有しており、物流業界

からではない客観的な視点から当社の企業経営全般に対して指導及び監査を行
えると判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。 

4. 当社と大坪照康氏が代表取締役を務める㈱新千葉カントリー倶楽部との間には
特別の利害関係はございません。 

5. 大坪照康氏の当社社外監査役就任期間は本総会終結の時をもって４年となりま
す。 

  



〆≠●0 
03_0550901102106.docx 
 5/26/2021 8:16:00 PM印刷 7/8 

― 46 ― 

 第５号議案 退任取締役及び退任監査役に退職慰労金贈呈の件 

   本総会終結の時をもって取締役を退任されます中村隆則氏、監査役を退任

されます鶴岡和雄氏に対し、在任期間中の功労に報いるため、当社における

一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈いたしたいと

存じます。なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役につ

いては取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれご一任願

いたいと存じます。なお、退任取締役の退職慰労金については、取締役在任

中、当社の業績向上及び発展に長年にわたり尽力したことを踏まえ、相当と

判断するものであります。 

   なお、退任取締役及び退任監査役の略歴は、次のとおりであります。 
 

氏   名 略       歴 

中 村 隆 則 

1985年６月 取締役総務部長 

1992年６月 常務取締役総務部長 

2001年６月 専務取締役東金支店長 

2003年６月 取締役副社長営業本部長 

2006年８月 代表取締役社長 

2017年６月 代表取締役会長 

      現在に至る 

鶴 岡 和 雄 
2013年６月 監査役 

      現在に至る 

 

 第６号議案 退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件 

   当社は、役員報酬体系の見直しの一環として2021年２月８日開催の取締役

会において、取締役及び監査役の退職慰労金制度を本総会の終結の時をもっ

て廃止することを決議いたしました。 

   これに伴い、第３号議案「取締役８名選任の件」及び第４号議案「監査役

２名選任の件」が原案通り可決されることを条件として、重任予定の取締役

今井利彦、今関仁孝、伊藤和久、平原裕之、青木勝也、菅野茂徳、矢野政信、

監査役大坪照康の８氏及び在任中の監査役能川浩二、菊地豊の２氏に対し、

それぞれ本総会終結の時までの在任期間に対する功に報いるため、当社にお

ける一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金制度廃止に伴う

打切り支給いたしたいと存じます。 

   なお、支給の時期につきましては、各取締役及び監査役の退任時とし、そ

の具体的な金額、方法等は取締役については取締役会に、監査役については

監査役の協議にそれぞれご一任願いたいと存じます。取締役の退職慰労金に

ついては、各取締役の就任以降の当社の業績向上及び発展への貢献を踏まえ、

相当と判断するものであります。 
  



〆≠●0 
03_0550901102106.docx 
 5/26/2021 8:16:00 PM印刷 8/8 

― 47 ― 

   退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給予定の取締役及び監査役の略歴は次

のとおりであります。 
 

氏   名 略       歴 

今 井 利 彦 

2005年６月 取締役 

2013年６月 専務取締役 

2015年６月 取締役副社長 

2017年６月 代表取締役社長 

      現在に至る 

今 関 仁 孝 

2015年６月 取締役 

2017年６月 専務取締役 

      現在に至る 

伊 藤 和 久 

2015年６月 取締役 

2017年６月 専務取締役 

      現在に至る 

平 原 裕 之 
2017年６月 取締役 

      現在に至る 

青 木 勝 也 
2019年６月 取締役 

      現在に至る 

菅 野 茂 徳 
2016年６月 取締役 

      現在に至る 

矢 野 政 信 
2020年６月 取締役 

      現在に至る 

能 川 浩 二 
2007年６月 監査役 

      現在に至る 

大 坪 照 康 
2017年６月 監査役 

      現在に至る 

菊 地   豊 
2018年６月 監査役 

      現在に至る 
 
 (注) 1. 菅野茂徳氏、矢野政信氏は社外取締役であります。 

2. 能川浩二氏、大坪照康氏、菊地豊氏は社外監査役であります。 

 

以 上 
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